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（ 経済産業省生産動態統計調査） 

 

審 査 メ モ 
 
１．今回申請された変更について 

 経済産業省生産動態統計調査（以下「本調査」という。）について、調査計画における「報

告を求める事項」、「調査方法」、「集計事項」を、以下のとおり変更することを計画してい

る。 

（１） 調査品目等の見直し（調査品目、調査事項の見直し（新設、統合、廃止等）） 

（２） 調査票の統合（報告する様式の一部を統合） 

（３） 集計事項の変更（集計事項における調査票の分類・仕分けの変更等） 

 

（１） 調査品目等の見直し 

 

 

ア 製品に関する事項における調査品目の見直し 

（審査状況） 

（ア）  本調査の調査事項として、表１のとおりとなっている。このうち、製品に関す

る事項においては、1,684の調査品目ごとに、生産数量等の実績を調査している。 

 

表１ 経済産業省生産動態統計調査の調査事項 

区分 調査事項 

製品に関する事項 
生産、受入、消費、出荷、在庫の５項目を基本に、数量・重量・金

額等を把握 

原材料に関する事項 受入、消費、在庫の３項目を基本に、数量、重量等を把握 

労務に関する事項 
月末従事者数について、事業所、当該製造部門及び当該品目群ごと

に把握 

生産能力・設備に関

する事項 
生産能力、月末保有台数等について把握 

 

（イ）  今回の変更では、「統一基準」の規定を踏まえ、表２のとおり、「製品に関する

事項」の調査品目の見直しを行う計画である。 

 

 

 

 

経済産業省は、本調査の調査品目等について、直近の鉱工業生産の実態やＳＮＡ、さらに

鉱工業指数（生産能力指数及び稼働率指数）等における利用状況等を踏まえながら、「経済

産業省生産動態統計調査における統一基準」（以下「統一基準」という。別添１参照）に基

づき見直しを行うことを計画 

資料２ 
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表２ 製品に関する事項に関する調査品目の見直し 

区

分 
統一基準の内容 調査品目例 変更数 

新

設 

a. 年間出荷額が500億円以

上の商品のうち、調査が

可能なもの（１（１）③

ⅲ） 

紙管（紙・印刷・プラスチック製品・ゴム製品月報 

（その２）製品） 

鉄粉・鉄系粉末、うち、粉末冶金用（鉄鋼月

報（その７）製品） 

 

+8 

うち、 

a.新設基準 +3 

b.行政ニーズ等

+5 

b. 上記に加えて、行政上 

必要な商品（１（１）③

ⅲ） 

シリコンウエハ（回路形成済み）（機械器具 

月報（その１５）製品） 

半導体材料ガス、半導体製造用薬液（化学月

報 製品） 

織物加工高、ニット生地加工高（繊維・生活 

用品月報（その３）生産（加工）内訳） 

統

合 

c. 基準（年間出荷額100億

円）未満 

かつ、類似商品との統合

が可能なもの（１（１）

③ⅰ） 

「再生・半合成繊維糸」、「アクリル糸」、 

「ポリエステル糸」、「その他の合成繊維

糸」 

→「化学繊維紡績糸」 

（繊維・生活用品月報（その１）製品） 

 

▲131 

うち、 

c.基準未満▲94 

d.秘匿  ▲37 

※基準未満と秘匿、

両方当てはまる場合

は、「基準未満」を優

先してカウント  

d. 秘匿処理が必要な商品 

かつ、類似商品との統合

が可能なもの（１（１）

③ⅱ） 

「はん用ガソリン機関３ＰＳ未満（２サイ

クル）」、「はん用ガソリン機関３ＰＳ未満

（４サイクル）」 

→「はん用ガソリン機関３ＰＳ未満」 

（機械器具月報（その１）製品） 

廃

止 

e. 基準（年間出荷額100億

円）未満 

かつ、類似商品との統合

が困難なもの（１（１）

③ⅰ） 

避雷装置 

旧（機械器具月報（その２９）製品） 

補聴器 

旧（機械器具月報（その３４）製品） 
▲44 

うち、 

e.基準未満▲33 

f.秘匿  ▲11 
f. 秘匿処理が必要な商品 

かつ、類似商品と統合が

困難なもの（１（１）③

ⅱ） 

電気かみそり 

旧（機械器具月報（その３１）製品） 

薄型テレビ 

旧（機械器具月報（その３４）製品） 

品目計 
1684→1517品目 

（▲167） 

 

（ウ）  これらの見直しについては、「統一基準」を踏まえ、調査品目の生産動向や調査

の実施可能性を考慮して設定されたものであり、基本的には問題ないものと考え

るが、鉱工業指数等、本調査の結果を利用する各種統計への影響の有無や、調査

品目の統合や廃止の判断基準について確認する必要がある。 
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（論点） 

 

 

イ 調査品目の統合に伴う調査事項の見直し 

（審査状況） 

（ア）  本調査は、上記①のとおり、製品に関する事項について、調査品目単位で報告

を求めているが、それぞれの調査品目の特性を考慮し、受注品については生産の

みとするなど、調査事項は調査品目ごとに異なる形で設定している。 
 

（イ）  本件申請では、表３のとおり、調査品目の統合に合わせて、調査事項の見直し

を行うことを計画している。 
 
表３ 調査品目の統合に伴う調査事項の見直し 

変更内容 現 行 変更案 変更理由 

品目統合に

伴う調査事

項の廃止 

【機械器具月報（その２）製品欄】 

・「破砕解体機」について、「生

産」、「受入」、「出荷」、「月末在

庫」を把握 

・「破砕機」について「生産」を

把握 

【機械器具月報（その２）製品欄】 

・「破砕解体機」と「破砕機」を

基準未満のため統合 

・統合後の「破砕機」について

「生産」を把握 

（「破砕解体機」の「受入」、「出

荷」、「月末在庫」は廃止） 

 

・「破砕機」は一般的に受

注生産で一括生産される品

目であるため、他事業所か

らの「受入」は基本的に発

生しないことから「生産」

のみを把握 

・統合される「破砕解体

機」も、現在は主に受注生

産されており、昨年は「受

入」、「出荷」、「月末在庫」

の実績がゼロであるため、

これらを廃止 

【機械器具月報（その29）製品欄】 

・「特別高圧・高圧電力用コンデ

ンサ」について、「生産数量」、

「 生 産 第 ２ 数 量 （ 容 量

（kVA））」、「生産金額」を把握 

・「低圧電力用・機器用コンデン

サ」について、「生産数量」、「生

産金額」を把握 

【機械器具月報（その13）製品欄】 

・「特別高圧・高圧電力用コンデ

ンサ」と「低圧電力用・機器用

コンデンサ」を基準未満ため統

合 

・統合後の「コンデンサ（電子

機器用のものを除く）」につい

て「生産数量」、「生産金額」を

把握 

（「特別高圧・高圧電力用コン

デンサ」の「生産第２数量（容

量（kVA））」は廃止） 

・「低圧電力用・機械用コ

ンデンサ」は製品規格にあ

まり差がない品目であるた

め、これまで「生産数量」

のみ把握 

・統合にあたり「特別高

圧・高圧電力用コンデン

サ」で把握していた「生産

第２数量」については、必

要性が低下したため、統合

先の「低圧電力用・機械用

コンデンサ」に合わせた調

査事項とすることで調整 

ａ 今回の調査品目の変更については、統一基準に沿ってどのようなプロセスで検討さ

れたのか。 

ｂ 調査品目の統合・廃止が可能と判断した要因は何か。統合・廃止が困難と判断した調

査品目がある場合、当該品目との違いは何か。 

ｃ 鉱工業指数（IIP）等、本調査の結果を活用する各種経済指標への影響に関する検証

状況はどのようになっているか。 

ｄ 調査品目の変更に際し、報告者に対して、どのように回答が可能かどうかの確認を求

めているのか。 

ｅ 一般の利用者に対する周知等について、どのような内容を予定しているのか。 
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変更内容 現 行 変更案 変更理由 

【機械器具月報（その33）製品欄】 

・「デジタル伝送装置」につい

て、「生産数量」と「生産金額」

を把握 

・「その他の搬送装置・付属装置

（変復調装置を含む）」につい

て、「生産金額」を把握 

【機械器具月報（その14）製品欄】 

・「デジタル伝送装置」と「その

他の搬送装置・付属装置（変復

調装置を含む）」を統合 

・統合後の「搬送装置」につい

て「生産金額」を把握 

（「デジタル伝送装置」の「生産

数量」は廃止） 

・生産する事業所数が少な

く、秘匿解消のために「デ

ジタル伝送装置」と「その

他の搬送装置・付属装置

（変復調装置を含む）」を

統合 

・統合される「その他の搬

送装置・付属装置（変復調

装置を含む）」には、装置

本体だけでなく、付属装置

が含まれるため、生産数量

を調査することは困難 

・そのため統合後は「生産

金額」のみを把握すること

で調整 

調査品目の

再編・統合 

【機械器具月報（その28）製品欄】 

・「一般用エンジン発電機（3kVA

以下）」 

・「一般用エンジン発電機（3kVA

超10kVA以下）」 

・「一般用エンジン発電機

（10kVA超200kVA以下）」 

・「一般用エンジン発電機

（200kVAをこえるもの）」 

を把握 

【機械器具月報（その12）製品欄】 

・「一般用エンジン発電機

（75kVA以下）」 

・「一般用エンジン発電機

（75kVAをこえるもの）」 

を把握 

（機械器具月報（その１２）の製

品） 

・現行区分では基準額に満

たない項目が多く発生 

・基準を満たす条件を検討

した結果、貿易統計の区分

（75kVA以下及び超）に準

じた区分とすることとし、

業界団体にも時系列比較が

不可能になることも含め調

整 

 

調査品目の

範囲変更 

【織物生産月報 生産内訳欄】 

 

「毛織物」のうち「紡毛」につ

いて、用途別に「生産内訳」を

把握 

（「毛織物」のうち「そ毛」につ

いては用途別の「生産内訳」を

把握せず） 

【繊維・生活用品月報（その１）用

途別生産内訳欄】 

「そ毛」と「紡毛」を合わせた

「毛織物」の用途別の「生産内

訳」の把握 

（繊維・生活用品月報（その１）の

生産内訳） 

これまで「毛織物」のうち

「紡毛」の「生産内訳」の

みを把握してきたが、生産

量の減少により調査品目の

「そ毛」と「紡毛」を「毛

織物」に統合することに伴

い、「紡毛」の「生産内

訳」のみを特掲して把握す

る必要性が低下したため 

 

（ウ）  これについては、調査項目の統合に合わせて調査事項を変更する必要性につい

て確認する必要がある。 
 

（論点） 

 

ａ 調査品目の統合に伴い、調査事項を廃止する理由について、利活用者との調整の際、

どのように説明したのか。また、行政上のニーズ等をどのように確認したのか。 

ｂ 「機械器具月報（その２９）」において、「特別高圧・高圧電力用コンデンサ」の「生

産第２数量（容量（kVA））」については、これまでどのような利活用ニーズがあって、

調査していたのか。今回、廃止することとなった要因は何か。 

ｃ 「織物生産月報」において、令和５年調査までは、「そ毛」と「紡毛」の用途別「生

産内訳」を把握していたところ、令和６年調査からは「紡毛」のみの把握に変更した経

緯がある。さらに、今回調査から「そ毛」と「紡毛」を合算した「毛織物」についての

用途別「生産内訳」を把握するよう変更する計画であるが、このように頻繁に調査事項

を見直す要因はなにか。利活用ニーズへの影響はないのか。 
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ウ その他の見直し 

（審査状況） 

（ア）  上記①、②のほか、経済産業省は、表４のとおり、生産内訳の変更、受入内訳

の変更、労務欄の変更及び調査品目の名称変更を計画している。 

表４ その他の変更 

内容 現 行 変更案 変更理由 

生 産 内

訳 の 変

更 

【染色整理月報 製品】 

調査品目別に、生産（加工高）の内

訳の詳細（精錬・漂白品、浸染品、

なっ染品及び整理）を把握 

【繊維・生活用品月報（その３）生産

（加工）内訳】 

調査品目別に、加工高の総額を把

握し、調査品目を統合した「織

物」、「ニット生地」については、

引き続き生産内訳別の加工高を

把握 

 

秘匿が多く発生しているこ

とから、秘匿を解消し結果

表章を可能とするため 

受 入 内

訳 の 変

更 

【機械器具月報（その31） 製品 

等】 

「電気がま」等について 

・「受入」を「国内」と「国外」に

分けて把握 

【機械器具月報（その２） 製品 

等】 

「電気がま」等について 

・「受入」のみ把握（「国内」、「国

外」を廃止） 

「国内」、「国外」の内訳に

ついては、かつて海外から

の受入が多い品目につい

て、販売数量に占める国内

生産の割合等を分析するた

め把握することとなってい

たが、現在は、使用に関す

る実績がなく、行政ニーズ

が低下したため 

労 務 欄

の 変 更

（ 従 業

者 数 調

査）（別

添 ２ 参

照） 

【有機薬品及び写真感光材料月

報】 

・ 有機薬品部門 

【石油化学製品月報】 

・ その他の石油化学製品部門 

【化学月報】 

有機薬品・その他の石油化学製品

部門 

石油化学製品月報の労務欄

は、行政上のニーズを踏ま

え、合成ゴム部門を除き、

他の月報の類似の部門と合

算した数値を公表するとと

もに、別途、石油化学製品

部門の合計値を公表してき

たところ、今回、関係する

月報が統合されたことを踏

まえ、現行の公表区分に合

わせた調査区分に再編する

ため（なお、石油化学製品

部門の合計値は廃止） 

【石油化学製品月報】 

・プラスチック部門【プラスチック

月報】 

・プラスチック部門 

【化学月報】 

プラスチック部門 

【コールタール製品・環式中間物

及び合成染料月報】 

・ コールタール製品・環式中間物

及び合成染料部門 

【石油化学製品月報】 

・ 環式中間物部門 

・ 芳香族製品部門 

【化学月報】 

その他の化学製品部門 

【有機薬品及び写真感光材料月

報】 

・写真フィルム部門 

 

 

（廃止） 

・生産活動が減少し、継続

的に秘匿措置を講じている

ため 

調 査 品

目 の 名

称変更 

・「トンネル掘進機」 ・「掘削機（ショベル系を除く）」 

（機械器具月報（その２）の製品） 

経済センサスの分類名に合

わせるため 

・「自動車用電球」 ・白熱電球（自動車用） 

（機械器具月報（その２）の製品） 

「白熱電球（自動車用以

外）」と区別するため 

・軽自動車・気筒容積660mℓ以下 

（以下略） 

・軽自動車・気筒容積660ml以下 

（機械器具月報（その２）の製品） 

（以下略） 

わかりやすくするため、単

位の表記を変更 
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内容 現 行 変更案 変更理由 

・タフテッドカーペット・フェル

ト・不織布部門 

・タフテッドカーペット・不織布

部門 

（繊維・生活用品月報（その２）の製

品） 

「フェルト」の品目廃止に

伴う名称変更 

・ニット・衣服縫製品部門 ・ニット・織物製衣服部門 

（繊維・生活用品月報（その４）の製

品） 

品目統合に伴う名称変更 

・中質繊維板 ・乾式繊維板 

（窯業・建材月報（その１）の製品） 

品目統合に伴う名称変更 

 

（イ）  このうち、労務欄の変更については、調査票様式の変更に伴い、調査項目の再

編を行ったものであり、また、調査品目の名称変更については、わかりやすい表

記に見直すものであることから、特に問題はないものと考えるが、念のため、時

系列比較に影響がないか確認する必要がある。 

（ウ）  一方、生産内訳と受入内訳については、「統一基準」において行政ニーズ等が高

いものについて設定することとされていることから、調査事項を設定した当時と

現在の状況を確認した上で、適切な設定となっているか必要がある。 

 
（論点） 

 

 

（２） 調査票の統合について 

 

 

（審査状況） 

ア  本調査は、調査品目別に設計された109種類の調査票で調査を実施しており、複数の

調査品目が調査対象となった報告者の場合、複数の調査票様式に結果を入力する必要

がある。このため、報告者負担が大きくなるとともに、調査実施者においても、多く

の種類の調査票を用いて調査を行うことで作業負担が大きくなっているところ。 

 

イ  一方、本調査は、表５のとおり約９割がオンライン回答を占めている状況にある。  

オンライン調査で回答している調査対象者は、政府統計共同利用システムから、紙調

査票と同様のExcel調査票を、割り当てられた分について個別にダウンロードした上で

回答を入力し、個別に送信する必要がある。このため、事業所によっては多数の調査

票にこれらの作業を要し、負担が大きい状況である。 
 
 
 

ａ 化学月報における労務欄の再編を行うことで、時系列比較に支障はないか。 

ｂ 生産内訳と受入内訳について、調査事項を設定した当時の行政ニーズとしてどのよ

うなものがあったのか。また、現在の状況はどのようになっているか。 

経済産業省は、現状、報告者の約９割がオンラインで回答している状況等を踏まえ、現行

の 109 種類の調査票を、報告者や調査品目の内容等を勘案し、55 種類の調査票に統合する

ことを計画 
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表５ 調査票回収率及びオンライン回答率 
年 調査票回収率 オンライン回答率 

2025 95.2％ 87.9％ 

2024 95.0％ 86.7％ 

2023 95.1％ 82.0％ 

2022 94.9％ 75.5％ 

2021 94.9％ 71.9％ 

 

ウ  これらの状況を踏まえ、経済産業省は、表６のとおり調査票を統合することを計画

している。なお、調査品目の見直しを除き、現行で調査している事項は全て変更後も

引き続き把握する。（別添３参照） 

 

表６ 統合による調査票数の変化 

調査票分野 現 行 変更案 

非鉄金属・金属製品 ２５ １５ 

機械 ３９ １９ 

窯業・建材 ９ ３ 

紙・印刷・プラスチック製品・ゴム製品 ９ ７ 

化学 １１ ２ 

繊維・生活用品 １３ ６ 

鉱業・石油製品・石炭製品 ３ ３ 

全体 １０９ ５５ 

 

エ  併せて、オンライン調査について、現行のExcel調査票から、HTML形式に変更するこ

ととしており、見やすく入力しやすい電子調査票を構築することを計画している。 

オ  また、現行の調査票では、調査票番号6100「石油化学製品月報」を除いた調査票に

おいて、製品欄の調査品目のプレプリントを実施しているが、経済産業省は、今回、

以下の11調査票の製品欄でプレプリントを取り止め、報告者が調査品目一覧表から転

記する方法に変更するとしている。（別添４参照） 

  ・1100_金属・非鉄金属月報（その１） 

  ・2020_機械器具月報（その２） 

  ・2030_機械器具月報（その３） 

  ・2040_機械器具月報（その４） 

  ・2050_機械器具月報（その５） 

  ・2130_機械器具月報（その９） 

  ・3010_繊維・生活用品月報（その１） 

  ・3020_繊維・生活用品月報（その２） 

  ・4010_紙・印刷・プラスチック製品・ゴム製品月報（その１） 

  ・5010_窯業・建材月報（その１） 

  ・6010_化学月報 
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カ  これらの変更については、調査票様式の縮減により、報告者の記入負担の軽減につ

ながるとともに、調査実施者においても作業負担の軽減に資することから、概ね適当

と考えるが、一方で、様式の変更に伴い、報告者が回答に戸惑うことが懸念されるこ

とから、どのような措置を取ることを想定しているのか、また、統合する調査票を決

定する際の検討過程について確認する必要がある。 

キ  さらに、調査票様式の統合に伴い、一部の調査票における製品に関する事項におい

て、調査品目のプレプリントを取り止め、報告者が回答欄に調査品目を記入すること

としているが、これまでプレプリントされた所定の欄に回答していた報告者が、正確

に品目番号等を転記して回答することが可能か確認する必要がある。 

ク  加えて、オンライン調査票の改修については、報告者の記入負担の軽減に資するも

のと考えられることから、適当と考えるが、その改修内容など、今後の調査方法につ

いて確認する必要がある。 

 
（論点） 

 
 

（３） 集計事項の変更 

 
 

（審査状況） 

ア  本調査では、多数の調査票があることから、集計事項も多種多様な状況となってい

ることから、集計事項の一覧性を高めることを目的として、調査計画における月報（確

報）と年報の集計事項について、調査計画の別表第３として表形式で整理をしており、

具体的には、表頭には集計項目、表側は「業種別」と当該業種に属する調査票様式を

記載している。 

イ  今回、計画している調査票の再編・統合に伴い、統合後の調査票が複数の「業種」

にまたがってしまったことから、現行の表形式では集計事項を正確に整理することが

困難な状況となった。このため、経済産業省は、表側の「業種別」を「分野別」に再

編し、「分野別」に集計事項を整理する計画である。 

ａ 109 種類の調査票を 55 種類の調査票に統合することとしているが、調査票を統合す

るか否かをどのような基準で判断したのか。 

ｂ 調査票数の縮減の結果、調査対象事業所１か所当たりの平均割当て数は、どの程度減

少すると見込めるか。また、他に報告者にとってどのようなメリットがあるか。 

ｃ 一部の調査票において調査品目のプレプリントを取り止め、調査品目表を別紙とし

て配布、調査対象者に調査票への調査品目を転記させることとなるが、その理由は何

か。また、これにより報告誤り等が誘発される可能性があるが、どのような対策を予定

しているか。 

ｄ 今回の調査票様式の変更により、現行では毎月定例の内容を報告している報告者に

対し、一定程度、記入負担の増加が見込まれるが、円滑に調査を実施するために、どの

ような対策を予定しているか。また、どのように調査対象者への周知、説明等を実施す

るのか。 

ｅ 調査票の統合に伴い、オンライン調査の調査票はどのように見直されるのか。 

経済産業省は、調査計画における月報（確報）及び年報の集計事項について、これまで業

種別で集計事項を整理していたものを分野別に整理するよう変更することを計画してい

る。 
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ウ  なお、経済産業省は、上記の変更は、調査計画における集計事項の記載ぶりを変更

するものであり、これまで調査品目単位で公表している月報（確報）と年報の内容に

は影響しないとしている。また、速報については、集計事項が箇条書きで記載されて

おり、当該見直しと同様の変更は特に必要ないとしている。 

エ  これについては、調査票様式の見直しを踏まえた調査計画の形式的な変更であり、

特段、問題ないものと考えるが、集計事項の整理を「業種別」から「分野別」に変更

したことにより、調査結果の利活用者にとってわかりやすいものとなるのかを確認す

る必要がある。 
 
（論点） 

ａ 調査票の分類を「業種別」から「分野別」に変更することについて、「業種別」と「分

野別」の関連はどのようになっているか。 

ｂ 今回の変更により、本調査の集計事項全体の内容がわかりやすく整理されているか。 

 
 
２．統計委員会諮問第193号の答申（令和７年８月26日付け統計委第７号）における「今後の

課題」及び「留意すべき事項」への対応状況について 

 本調査については、統計委員会の諮問第193号の答申において、以下の検討課題及び留意

すべき事項が指摘されている。 

 

（１） 今後の課題 

今回の集計事項の変更に伴い、公表内容や集計事項の文言等が変更されることか

ら、令和７年12月末を目途に、利活用ツールファイルの一般提供や変更内容について

事前に情報提供を行う等、結果の利活用に支障が生じないよう、丁寧な対応を行うこ

と。 

 

（審査状況） 

ア  今般、今後の課題について、経済産業省に確認したところ、以下のとおり回答を得

た。 

 

利活用ツールファイル、速報公表品目の新旧対応表及び公表内容の変更を踏まえ

た表章のそれぞれのイメージについては、令和７年１２月２６日にホームページで

掲載を行った。 

また、速報公表品目の新旧対応表については、令和８年１月３０日にホームペー

ジに掲載した。 

 

イ  経済産業省のホームページを確認すると、統計表一覧のページに【2026年 １月分速

報】の結果表と共に「参考_速報新旧対応表」が公表されており、さらに同ページの下

部に「公表物の利活用事例」として「参考_前月比・前年同月比算出ツール」及び「参

考_ツール説明書」も公表されている。（別添５参照） 

ウ  これについては、課題に対応したものであり、適当であると考えられるが、その掲

載内容が利活用者にとって容易に理解できるものであるかを確認する必要がある。 
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（論点） 

ａ ホームページで掲載した利活用ツールファイル、速報公表品目の新旧対応表等に

ついて、利活用しやすい内容となっているか。 

 

（２） 留意すべき事項 

今後の調査計画の変更の検討に当たっては、「統一基準」の内容を踏まえつつ、以下の点

についても併せて留意することが望ましい。 

（１） 本調査の利便性を確保するため、行政上のニーズや結果の利活用の状況を十分

に確認した上で、見直しの検討を進めること 

（２） 調査票の見直しに当たっては、報告者負担の軽減に資する観点から、報告者の

意見・要望を十分に確認すること 

 

（審査状況） 

ア  留意事項について、経済産業省は、以下のとおりまとめて報告している。 

 

今回の改正案は、報告者負担の軽減に資する観点や行政ニーズ等の利活用状況を

把握するため、業界団体との調整、省内や内閣府との協議を踏まえて作成した。ま

た、変更申請に当たりパブリックコメントを実施し、意見聴取を行った。 

 

イ  これらについては、この審査メモの１（１）から（２）において確認事項としてい

るため、ここでは特段の論点は設けない。 

 

（論点） 

  特になし 

 

以上 



経済産業省生産動態統計調査における統一基準 

令 和 ７ 年 ８ 月 

経済産業省大臣官房 

調 査 統計 グル ー プ 

１．調査欄及び調査項目 

（１）製品欄 

①調査事項

事項については、品目別の生産活動を把握するために最低限必要な、以下の５事

項を基本とするが、受注品については生産のみとするなど、調査品目の特性を考慮

した調査事項とする。 

・生産

・受入

・消費

・出荷

・在庫

②内訳項目

生産内訳、消費内訳及び出荷内訳(販売内訳)は、原則として行政ニーズ等が高い

ものとする。 

③調査品目

調査品目については、業種や品目の特性を考慮して決められている直近の対象品

目に基づいて、以下の方針で整理することとする。 

なお、以下でいう「商品」は、経済センサス-活動調査及び経済構造実態調査の調

査品目分類であり、「品目」は、経済産業省生産動態統計調査の品目を指している。 

ⅰ 年間出荷額が 100 億円未満の商品は対象外とする。（経済センサス-活動調査及び

経済構造実態調査の調査品目分類と対応させることが困難な品目については、経済

産業省生産動態統計調査の生産金額（生産金額の無い品目については販売金額）で

評価する。） 

ただし、同一工場内での消費数量が多い銑鉄、粗鋼、エチレンなどの商品（品目）

は、その消費した金額を算出し年間出荷額に加える（以下同じ。）｡ 

なお、年間出荷額が 100 億円未満の商品であっても、他に 100 億円を超える類似

商品がある場合や類似した複数の商品を統合して 100 億円を超える場合は、統合し

た商品を品目として採用することとする。 

また、年間出荷額が 100 億円以上であっても急激な生産縮小が見られる商品につ

いては、品目としての統合又は削除を検討する。 

ⅱ 年間出荷額が 100 億円以上の商品であっても秘匿処理が必要な商品については、

類似商品と統合が可能なものは品目として統合し、それ以外は品目からの削除を検

別添１

暁 市村
長方形



討する。 

ⅲ 年間出荷額が 500 億円以上の商品のうち、現在、生産動態統計調査で調査されて

いない商品であって調査が可能なものは品目として採用する。 

また、近年、生産の伸びが著しい商品、注目度が高く今後の伸びが期待される商

品、あるいは行政上必要な商品等は品目として採用する。 

ⅳ 技術革新や製品の多様化等に伴い、製品の形状、大きさ、用途、製造方法等の変

化に対応するため、これらの品目特性の変化に応じた品目設定 、単位の見直し、定

義変更、調査票間の移動等の調整を行う。 

また、日本標準産業分類・生産物分類（2024 年設定）の変更に対応した見直しも

行うこととする。 

（２）原材料欄 

原材料欄については、リサイクルの把握及び政策上特段の必要性が認められる品目

について調査する。 

（３）労務欄 

 「従事者数」については、調査対象を確定するため調査する。 

 また、部門区分については、行政ニーズ等が高いものとする。 

（４）生産能力・設備欄 

生産能力・設備については、鉱工業指数のうち生産能力指数及び稼働率指数を作成

するために必要なもの及び政策上特段の必要性が認められるものとする。 

 

２．対象範囲 

調査対象の範囲を検討する際には、記入者負担の軽減や業種内における代表性等を考慮

するものとする。また、生産量の大部分が一部事業所・企業によって占められている業種

など、調査効率化の観点で、現行の調査対象の範囲に改善の必要性が生じた業種について

は、調査対象の範囲を見直すこととする。 

なお、業種内における代表性を検討する際には、当該業種全体の生産動向を適切に捉え

ることを前提に、生産量、金額、従事者数等について総合的に勘案するものとする。 

 

３．調査票 

調査票については、調査事務の効率化、報告者の記入負担の軽減等を図るため、調査品

目の少ない調査票又は調査品目が類似している等の場合に調査票の再編・統廃合を行う。 

また、動向把握の必要性が低くなった調査票（特に鉱工業指数に採用されている品目の

無い調査票）については、廃止を検討する。 

 

４．調査組織 

調査業務の効率化の観点から、調査組織の見直しを行う。 



化学工業部門の調査票統合に係る労務欄の再編

品目
番号 品目名 品目

番号 品目名

6010 化学肥料・石灰及びソーダ工業製
品月報 0301 化学肥料・石灰及びソーダ工業製品部

門 25001 化学肥料・石灰及びソーダ工業製品部
門

6080 コールタール製品・環式中間物及び
合成染料月報 0301 コールタール製品・環式中間物及び合

成染料部門

0301 有機薬品部門

0302 写真フィルム部門

0301A 月末従事者数（Aプラスチック部門）

0301B 月末従事者数（B合成ゴム部門）

0301C 月末従事者数（C環式中間物部門） （廃止）

0301D 月末従事者数（D芳香族製品部門） 合成ゴム部門 25005 合成ゴム部門

0301E 月末従事者数（Eその他の石油化学製
品部門） (特掲)石油化学製品部門＊2 （廃止）

0301F 月末従事者数（F石油化学部門計） 無機薬品・火薬類部門 25010 無機薬品・火薬類部門

6121 無機薬品・火薬類月報 0301 無機薬品・火薬類部門 触媒部門 25011 触媒部門

6122 触媒月報 0301 触媒部門 高圧ガス部門 25012 高圧ガス部門

6140 高圧ガス月報 0301 高圧ガス部門

6160 プラスチック月報 0301 プラスチック部門

6171 油脂製品、石けん・合成洗剤等及
び界面活性剤月報 0301 25014

6180 塗料及び印刷インキ月報 0301

油脂製品、石けん・合成洗剤等及び
界面活性剤部門

塗料及び印刷インキ部門 塗料及び印刷インキ部門 25015

油脂製品、石けん・合成洗剤等及び界
面活性剤部門

塗料及び印刷インキ部門

・現行では、石油化学製品月報の労務欄は、行政上のニーズを踏まえ、合成ゴム部門を除き、他の月報の類似の部門と合算した数値を公表するとともに、別途、石油化学製品部門の合計値を公表している。
・変更後は、化学工業部門の調査票を統一することを受け、現行の公表値と同様の内容になるよう、月末従業者数の労務部門を再編。

現 行 の 調 査 品 目 集計事項 変 更 後 の 調 査 品 目

調査票 品目群 調査票

化学肥料・石灰及びソーダ工業製品部門

6010 化学月報

※石油系芳香族・コールタール製品・環式中間物及び
合成染料部門＊1 25002

※プラスチック部門＊1 25013

油脂製品、石けん・合成洗剤等及び界面活性剤部門

＊１　※には石油化学製品月報で調査した従事者を含む。
＊２　(特掲）石油化学製品は※印業種に含まれている品目
であって、石油化学製品月報で調査した従事者である。

※現行で秘匿となっている「写真フィルム部門（6090月報
-0302）」は廃止
※「月末従業者数（F石油化学部門計）（6100月
報-0301F）」は、再編により廃止

6090 有機薬品及び写真感光材料月報

6100 石油化学製品月報

※有機薬品部門＊1 25003

写真フィルム部門
（秘匿のため非公表）

その他の化学製品部門

有機薬品・その他の石油化学製品部門

プラスチック部門

別添２

暁 市村
長方形



調査票統合例
調査票統合例（全14統合事例から抜粋）

【注記】

・統合前に把握していた調査品目は、基本的に継続

・調査事項（生産、受入、消費、出荷、月末在庫）について
は、統合前調査票で把握していなかった品目については、記
入不要と整理

３調査票を
統合

調査票
番号 変更（案）統合後

調査票
番号 統合前調査票
3010 化学繊維月報
3040 紡績糸月報
3110 織物生産月報

3010 繊維・生活用品月報（その１）

別添３



単位：ｔ

0101

ナ イ ロ ン 長 繊 維 0102

ア ク リ ル 短 繊 維 0103

長 繊 維 0104

短 繊 維 0105

ポ リ エ チ レ ン 長 繊 維 0106

長 繊 維 0107

短 繊 維 0108

長 繊 維 0109

短 繊 維 0110

化  学  繊  維  月  報

生産 受入
販売 その他

月末
在庫品　目

再 生 ・ 半 合 成 繊 維

合

成

繊

維

ポ リ エ ス テ ル

ポ リ プ ロ ピ レ ン

そ の 他 の 合 成 繊 維

１．製　　　 品

項　目　 番
号

出荷

項　　　目

　品　　　目

㎡ 0101

㎡ 0102

㎡ 0103

㎡ 0104

㎡ 0105

㎡ 0106

㎡ 0107

㎡ 0108

㎡ 0109

㎡ 0110

㎡ 0111

kg 0112

kg 0113

織 物 生 産 月 報

生産 受入
月末
在庫販売 その他

そ
の
他

タ イ ヤ コ ー ド

タ オ ル

ナ イ ロ ン

ポ リ エ ス テ ル

その他の長繊維

短
繊
維

ポ リ エ ス テ ル

その他の短繊維

出荷

織

物

綿 織 物

毛
織
物

そ 毛

紡 毛

絹 ・ 絹 紡 織 物

１－１．製　　 品　　 －　　 総　　 合  

単
位

番
号

ビ ス コ ー ス ス フ 織 物

人 絹 ・ ア セ テ ート 織物

合

成

繊

維

長
繊
維

１．製 品 単位：ｔ

項　　　目

　　品　　　　目

綿糸（コンデンサー糸を含む） 0101

そ 毛 糸 0102

紡 毛 糸 0103

麻 糸 0104

再 生 ・ 半 合 成 繊 維 糸 0105

ア ク リ ル 糸 0106

ポ リ エ ス テ ル 糸 0107

そ の 他 の 合 成 繊 維 糸 0108

出荷
生産 受入

月末
在庫販売 その他

番
号

紡　績　糸　月　報

項目

品目
生産 受入

１－１．製品

単位
出荷

販売 その他

月末
在庫

品目番号 回答時品目名称 単位

50001 50001-再生半合成 ｔ

ナイロン 50002 50002-ナイロン長 ｔ

アクリル 50003 50003-アクリル短 ｔ

50004 50004-ポリエステル長 ｔ

50005 50005-ポリエステル短 ｔ

ポリエチレン 50006 50006-ポリエチレン長 ｔ

50007 50007-PP長 ｔ

50008 50008-PP短 ｔ

50009 50009-合成他長 ｔ

50010 50010-合成他短 ｔ

50011 50011-メン糸 ｔ

50012 50012-毛ボウセキ糸 ｔ

50015 50015-カガクセンイ糸 ｔ

50019 50019-メンオリ ㎡

50020 50020-毛オリ ㎡

50022 50022-キヌオリ ㎡

50023 50023-ビスコーススフオリ ㎡

50024 50024-人ケンアセテートオリ ㎡

ナイロン 50025 50025-ナイロン長オリ ㎡

ポリエステ
ル

50026 50026-ポリエステル長オリ ㎡

その他の長
繊維

50027 50027-長オリ他 ㎡

ポリエステ
ル

50028 50028-ポリエステル短オリ ㎡

その他の短
繊維

50029 50029-短オリ他 ㎡

その他 50030 50030-タイヤコード ｋｇ

注1．出荷のうちその他には、賃織・賃編用、自社他工場用消費を含みます。

合成繊維

長繊
維

短繊
維

タイヤコード

紡績糸
(注1)

綿糸（コンデンサー糸を含む）

毛紡績糸

化学繊維紡績糸

織物

綿織物

毛織物

絹・絹紡織物

ビスコーススフ織物

人絹・アセテート織物

短繊維

長繊維

ポリプロピレン
長繊維

短繊維

その他の
合成繊維

長繊維

短繊維

繊維・生活用品月報（その１）の品目欄に記入する品目名、単位及び番号は下表によってください。

調 査 品 目 表

品目名称

再生・半合成繊維

合成繊維

長繊維

短繊維

ポリエステル
長繊維

調査票統合後の製品欄のプレプリント廃止
現行（調査品目プレプリント有）

変更後（調査品目プレプリント廃止）

調査品目票から
調査票へ
品目を転記

調査票本体
製品欄のプレプリント廃止

調査票品目票

別添４

調査品目のプレプリント



  （　　　　　　年　　　　月　　　　日作成）

令和8．12改正 　経　済　産　業　省   （鉱工業動態統計室）

繊維・生活用品月報（その１）

化学繊維・紡績糸・織物
（　　　　  　   年　　　  　月 分 ）

経済産業省生産動態統計調査

A 0 7 3 0 1 0 2 0

事 業 所 番 号

都道府県 整 理 番 号
統計調査番号 調 査 票 番 号 年　  　  月分

提 出 先
提 出 期 日
提 出 部 数

翌 月 15 日
1　　　　　部

基 幹 統 計
経 済 産 業 省 生 産 動 態 統 計

経 済 産 業 大 臣㊙

法人番号

項目
販　　　売 そ　　の　　他

品目 Ａ Ｄ Ｆ Ｉ Ｋ

１－１．製　　　　　　　　　　　　　品

生　　　　　産 受　　　　　入
出　　　　　　　　荷

月　末　在　庫

単位：㎡

項目 生産

品目 Ａ

51001

51002

51003

51004

51005

51006

51007

51008

51009

51010

絹・絹紡
織物

広幅

羽二重類

クレープ類

先練（先染）

小幅
ちりめん類

先練（先染）

その他の後練（後染）

１－２．製品－用途別生産内訳
番
号

毛織物

男子服地

婦人児服地

毛布地

その他

単位：ｔ

月間生産能力

A

56001

56002

56003

４－１．生    産    能    力

区分
番
号

再生・半合成繊維

合成繊維
長繊維
短繊維

企 業 名

報 告 者 の 氏 名

事 業 所 名

本 社 又 は
本 店 所 在 地

　（〒  　  － 　  　　　） 　　（電話 　　　　－ 　  　　　　－    　　　　　）

事 業 所 所 在 地

  （〒　　   －　 　　 　）     

作 成 者 の
所 属 部 署 名
及 び 氏 名

（電話 　　　　－ 　  　　　　－    　　　　　）

 備考 ： 前月に比べ大幅な変動があった場合は、その理由を書いてください。

単位：人

月末従事者数

Ａ

55001

55002

55003

55004

55005事業所

３． 労                        務

区分
番
号

再生・半合成繊維部門

合成繊維部門

紡績糸部門

織物部門

綿糸用
化学繊維
紡績糸用

毛糸用

A B C D E F G

紡績機 56004

紡績糸設備 56005

一般織機 （力織機） 56006

月末
保有台数

（台）

月間平均
実働台数

（台）

４－２．生 産 能 力 （設 備）

月間延
操業時間

(時間)区分 番号

月末運転可能
錘数
（錘）

月間延運転錘時間数（千時間）

【新】調査票本体

暁 市村
長方形



品目番号 回答時品目名称 単位

50001 50001-再生半合成 ｔ

ナイロン 50002 50002-ナイロン長 ｔ

アクリル 50003 50003-アクリル短 ｔ

50004 50004-ポリエステル長 ｔ

50005 50005-ポリエステル短 ｔ

ポリエチレン 50006 50006-ポリエチレン長 ｔ

50007 50007-PP長 ｔ

50008 50008-PP短 ｔ

50009 50009-合成他長 ｔ

50010 50010-合成他短 ｔ

50011 50011-メン糸 ｔ

50012 50012-毛ボウセキ糸 ｔ

50015 50015-カガクセンイ糸 ｔ

50019 50019-メンオリ ㎡

50020 50020-毛オリ ㎡

50022 50022-キヌオリ ㎡

50023 50023-ビスコーススフオリ ㎡

50024 50024-人ケンアセテートオリ ㎡

ナイロン 50025 50025-ナイロン長オリ ㎡

ポリエステル 50026 50026-ポリエステル長オリ ㎡

その他の長繊維 50027 50027-長オリ他 ㎡

ポリエステル 50028 50028-ポリエステル短オリ ㎡

その他の短繊維 50029 50029-短オリ他 ㎡

その他 50030 50030-タイヤコード ｋｇ

注1．出荷のうちその他には、賃織・賃編用、自社他工場用消費を含みます。

毛織物

短繊維

タイヤコード

織物

綿織物

絹・絹紡織物

ビスコーススフ織物

人絹・アセテート織物

合成繊維

長繊維

品目名称

繊維・生活用品月報（その１）の品目欄に記入する品目名、単位及び番号は下表によってください。

調　　　　　　査　　　　　　品　　　　　　目　　　　　　表

紡績糸
(注1)

綿糸（コンデンサー糸を含む）

化学繊維紡績糸

短繊維

その他の合成繊維
長繊維

短繊維

毛紡績糸

再生・半合成繊維

合成繊維

長繊維

短繊維

ポリエステル
長繊維

短繊維

長繊維

ポリプロピレン
長繊維

【新】調査品目表

暁 市村
長方形



再 生 ・ 半 合 成 繊 維 再 生 ・ 半 合 成 繊 維

長　　　繊　　　維（注 1）

短　　　繊　　　維（注 2）

経 済 産 業 大 臣

1  部
翌　 月　 15　 日

経済産業省生産動態統計調査

 （ 　　年　　　　 月　分 ） 

経　済　産　業　省（鉱工業動態統計室）令和 5．12 改正

法人番号

合
成
繊
維

注１

注２短繊維の生産能力には、アクリル短繊維、ポリエステ
ル短繊維、ポリプロピレン短繊維及びその他の合成繊
維の短繊維の生産能力を全て含めてください。

長繊維の生産能力には、ナイロン長繊維、ポリエステ
ル長繊維、ポリエチレン長繊維、ポリプロピレン長繊
維及びその他の合成繊維の長繊維の生産能力を全て含
めてください。

【旧】現行調査票（統合前①）

暁 市村
長方形



経済産業省生産動態統計調査

令和 5．12 改正 経　済　産　業　省（鉱工業動態統計室）

経 済 産 業 大 臣

1 部
翌　 月　 15 日提　出 期 日

（ 　　 年　　　　月　分 ） 

法人番号

【旧】現行調査票（統合前②）

暁 市村
長方形



経済産業省生産動態統計調査

（           年　　　　 月　分 ） 

経 済 産 業 省 生 産 動 態 統 計 

提 出 先 経 済 産 業 大 臣 

提 出 期 日 翌 月 15 日 

提 出 部 数 1 部 

基 幹 統 計

経　済　産　業　省（鉱工業動態統計室）令和 5．12 改正

法人番号

注注　　11．．

注注　　2．．

「1-2．製品－生産内訳」には｢1-1．製品－総合」の
中の「毛織物_紡毛」及び「絹・絹紡織物」の生産内
訳についてのみ記入してください。

広幅とは織り上げ幅50.8㎝以上、小幅とは織り上げ
幅50.8㎝未満の織物をいいます。

注１：一般織機（力織機）には、有ひ織機及び無ひ織機の両方の台数を
　加えてください。

注２：有ひ織機には、手機・足踏機は含めないでください。

一般織機（力織機）

0121
0122
0123
0124
0125
0126
0127
0128
0129
0130

2

月間平均実働台数

【旧】現行調査票（統合前③）

暁 市村
長方形
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・参考_速報新旧対応表
・前月比・前年同月比算出ツール
・前月比・前年同月比算出ツール説明書

経済産業省生産動態統計調査
統計委員会諮問第193号の答申に付された

「今後の課題」への対応



参考_速報新旧対応表

2025年速報品目名 2026年速報品目名 調査票番号 品目番号 備考

銑鉄 銑鉄計 1010 1101
粗鋼 鋼塊普通鋼 1010 0108
粗鋼 鋼塊特殊鋼 1010 0109
粗鋼 鋳鋼鋳込普通鋼 1010 0110
粗鋼 鋳鋼鋳込特殊鋼 1010 0111
鋼半製品 鋼半製品普通鋼 1010 0112
鋼半製品 鋼半製品特殊鋼 1010 0113
普通鋼・熱間圧延鋼材・鋼矢板 鋼矢板 1020 0102
普通鋼・熱間圧延鋼材・Ｈ形鋼 Ｈ形鋼 1020 0103
普通鋼・熱間圧延鋼材・普通鋼大中小形形鋼 大形形鋼 1020 0104
普通鋼・熱間圧延鋼材・普通鋼大中小形形鋼 中小形形鋼 1020 0105
普通鋼・熱間圧延鋼材・中形棒鋼 中形棒鋼 1020 0107
普通鋼・熱間圧延鋼材・小形棒鋼 小形棒鋼（鉄筋用） 1020 0108
普通鋼・熱間圧延鋼材・小形棒鋼 小形棒鋼（その他用） 1020 0109
普通鋼・熱間圧延鋼材・鋼板 鋼板（厚板） 1020 0116
普通鋼・熱間圧延鋼材・鋼板 鋼板（中板・薄板） 1020 0117
普通鋼・熱間圧延鋼材・鋼帯 鋼帯幅６００ｍｍ以上（冷延電気鋼帯用） 1020 0118
普通鋼・熱間圧延鋼材・鋼帯 鋼帯幅６００ｍｍ以上（その他用） 1020 0119
普通鋼・熱間圧延鋼材・鋼帯 鋼帯幅６００ｍｍ未満 1020 0120
普通鋼・冷間仕上鋼材・冷延広幅帯鋼 冷延広幅帯鋼 1040 0102
普通鋼・冷間ロール成型軽量形鋼 軽量形鋼 1040 0110
特殊鋼・熱間圧延鋼材 特殊鋼熱間圧延鋼材計 1050 0107
特殊鋼・冷間仕上鋼材・磨帯鋼 磨帯鋼 1050 0108
特殊鋼・冷間仕上鋼材・冷延広幅帯鋼 冷延広幅帯鋼 1050 0109
特殊鋼・冷間仕上鋼材・冷延鋼板 冷延鋼板 1050 0110
特殊鋼・冷間仕上鋼材・特殊鋼磨棒鋼・線類 磨棒鋼（特殊鋼） 1070 0108
特殊鋼・冷間仕上鋼材・特殊鋼磨棒鋼・線類 ＰＣ鋼線（特殊鋼） 1070 0109
特殊鋼・冷間仕上鋼材・特殊鋼磨棒鋼・線類 ピアノ線（特殊鋼） 1070 0110
特殊鋼・冷間仕上鋼材・特殊鋼磨棒鋼・線類 ステンレス鋼線（特殊鋼） 1070 0111
特殊鋼・冷間仕上鋼材・特殊鋼磨棒鋼・線類 冷間圧造用炭素鋼線（特殊鋼） 1070 0112
特殊鋼・冷間仕上鋼材・特殊鋼磨棒鋼・線類 その他の特殊鋼線（特殊鋼） 1070 0113
特殊鋼・冷間仕上鋼材・特殊鋼磨棒鋼・線類・内、磨棒鋼 磨棒鋼（特殊鋼） 1070 0108
特殊鋼・冷間仕上鋼材・特殊鋼磨棒鋼・線類・内、冷間圧造用炭素鋼線 冷間圧造用炭素鋼線（特殊鋼） 1070 0112
鋼管・普通鋼熱間鋼管 熱間鋼管（普通鋼） 1060 0101
鋼管・普通鋼冷けん鋼管 冷けん鋼管（普通鋼） 1060 0102
鋼管・普通鋼めっき鋼管 めっき鋼管（普通鋼） 1060 0103
鋼管・特殊鋼熱間鋼管 熱間鋼管（特殊鋼） 1060 0104
めっき鋼材・亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（溶融めっき） 1040 0106
めっき鋼材・亜鉛めっき鋼板 亜鉛めっき鋼板（電気めっき） 1040 0107
銑鉄鋳物 銑鉄鋳物（球状黒鉛鋳鉄を除く）＿一般・電気機械用（産業機械器具用） 2530 0101
銑鉄鋳物 銑鉄鋳物（球状黒鉛鋳鉄を除く）＿一般・電気機械用（金属工作・加工機械用） 2530 0102
銑鉄鋳物 銑鉄鋳物（球状黒鉛鋳鉄を除く）＿一般・電気機械用（その他の一般・電気機械用） 2530 0103
銑鉄鋳物 銑鉄鋳物（球状黒鉛鋳鉄を除く）＿輸送機械用（自動車用） 2530 0104
銑鉄鋳物 銑鉄鋳物（球状黒鉛鋳鉄を除く）＿輸送機械用（その他の輸送機械用） 2530 0105
銑鉄鋳物 銑鉄鋳物（球状黒鉛鋳鉄を除く）＿その他用の銑鉄鋳物 2530 0106
銑鉄鋳物 球状黒鉛鋳鉄＿一般・電気機械用（産業機械器具用） 2530 0108



前月比・前年同月比算出ツール（イメージ）

データ最新年月 2026年6月

調査票番号 調査票名

手順１ ： 調査票選択→ 1010

品目番号 品目名

手順２ ： 品目選択→ 0110

アイテム記号 アイテム名

手順３ ： アイテム選択→ A

前月比・前年同月比

調査票番号
1010

品目番号
0110

アイテム記号
A

項目 単位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2026年 t 9,800 10,000 10,500 12,000 11,000 12,500

前年実数 t 8,300 8,500 9,300 9,800 9,800 10,300 8,400 7,100 9,600 9,800 9,500 9,300
前月比増 ％ 5.4 2 5 14.3 -8.3 13.6
前年同月 ％ 18.1 17.6 12.9 22.4 12.2 21.4

※当年・前年の期間中にリンク係数が生じている場合は、公表値により算出した前月比増減率・前年同月比増減率と一致しません。

生産

鉄鋼月報（その１）銑鉄・フェロアロイ・粗鋼・鋼半製品・鍛鋼品・鋳鋼品

鋳鋼鋳込普通鋼

生産

鉄鋼月報（その１）銑鉄・フェロアロイ・粗鋼・鋼半製品・鍛鋼品・鋳鋼品

鋳鋼鋳込普通鋼

イメージ

１．確認したい品目アイテムについて、「品目アイテム指定」シート
から
「調査票番号」、「品目番号」、「アイテム記号」をプルダウンで

選択する

イメージ

１．確認したい品目アイテムについて、「品目アイテム指
定」シートから
「調査票番号」、「品目番号」、「アイテム記号」をプ

ルダウンで選択する

注意： 数値はイメージです（正式なデータではありませ
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前月比・前年同月比算出ツール説明書 

■ 前月比・前年同月比算出ツールとは 
 

本ツールは、2026年（令和 8年）1月以降の経済産業省生産動態統計調査における公

表様式の見直しに伴い、新たな統計表を用いた利活用の事例として参考提供するもの

です。 

生産動態統計調査結果を使用するにあたり、前月比増減率および前年同月比増減率を

算出する際、時系列データに断層が生じている場合には、公表値（実数）と併せて公

表しているリンク係数を加味して算出する必要があります（公表値のみでは正しい増

減率を算出することが困難です）。 

本ツールでは、公表された統計表の情報を用いて増減率を算出するための具体例を提

示し、皆さまのデータ利活用に資することを目的としています。 

■ 操作手順 
 

① ホームページからダウンロードする 

ホームページに掲載されている「前月比・前年同月比算出ツール」をダウンロードし

ます。 

② 任意のフォルダに保存する 

ダウンロードしたファイルを任意のローカルフォルダに格納します。 

③ ファイルを開く 

エクスプローラー等から当該ファイルを開きます。 

※ 各シートには前月比・前年同月比増減率を算出するための情報が設定されてお

り、そのまま利用できます。 
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④ 品目・アイテムを指定する 

「品目アイテム指定」シートで、増減率を確認したい以下の項目を指定します 

（プルダウン選択可能）。 

・調査票番号 

・品目番号 

・アイテム記号 

 

指定すると、右側に該当する名称が自動表示されます。 
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⑤ 増減率を確認する 

「前月比・前年同月比」シートに、指定した品目・アイテムの前月比・前年同月比増

減率が表示されます。 

 

以下の場合は「算出不可」と表示されます。 

・時系列データに秘匿が含まれている場合 

・前年との接続情報が存在しない品目・アイテムを指定した場合 

 

 
 

また、時系列データに「０」が含まれている場合、前月比・前年同月比増減率の算出 

結果にエラーが発生します。 

■ 前月比・前年同月比増減率の算出方法 
 

① 累積リンク係数の算出 

前月の累積リンク係数＝当月の累積リンク係数 × 当月発生したリンク係数 

（最新年月の累積リンク係数を 1.0000として算出します。累積リンク係数は小数点

以下第 5位を四捨五入処理しています。） 
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② リンク係数処理済み実数の算出 

リンク係数処理済み実数＝各月実数 × 各月累積リンク係数 

（算出結果は小数点以下を四捨五入して整数にします） 

③ 前月比増減率の算出 

前月比増減率＝（当月リンク係数処理済み実数 − 前月リンク係数処理済み実数） 

÷ 前月リンク係数処理済み実数 × 100 

④ 前年同月比増減率の算出 

前年同月比増減率＝（当月リンク係数処理済み実数 − 前年同月リンク係数処理済み

実数）÷ 前年同月リンク係数処理済み実数 × 100 

■ 特記事項（品目統合・分割がある場合） 
 

・品目統合が生じた場合： 

（例）前年品目 A及び前年品目 B → 当年品目 C 

前年品目 A及び前年品目 B の合算値と当年品目 Cの値を比較して前月比・前年同月

比増減率を算出します。 

 

・品目分割、または統合＋分割同時発生の場合： 

（例）前年品目 A→当年品目 B及び当年品目 C など 

これらの品目には接続情報が設定されないため、前月比・前年同月比増減率は 

算出できません。 


	資料２　審査メモ〔訂正反映後〕.pdf
	審査メモ別添資料
	01 別添１ 経済産業省生産動態統計調査における統一基準（令和７年８月）.pdf
	02 別添２ 化学工業部門の調査票統合に係る労務欄の再編0313_修正 (1)
	化学部門労務欄の再編ver3

	03 別添３ 調査票の統合例
	スライド番号 1

	04 別添４ 調査票統合によるプレプリントの廃止
	スライド番号 1
	調査票
	
	【新】統合後調査票、調査品目一
	3010_繊維・生活用品月報（その１）R2
	3010_繊維・生活用品月報（その１）調査品目表




	05 別添５ 経産省の課題への対応（新旧対照表、ツールファイル等）
	表紙
	参考_速報新旧対応表
	ツールイメージ





